
「もうひとつの京都」観光資源発掘事業補助金交付要領 

 

（目的） 

第１条 知事は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた府内の観光需要の回復を図るため、地

域の観光資源の磨き上げ・造成に取り組む者に対して、その経費の一部を支援するものとし、補

助金等の交付に関する規則（昭和 35年京都府規則第 23号。以下「規則」という。）及び本交付

要領の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。 

 

（定義） 

第２条 この要領において掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 

(1)  拠点 本事業に係る事業活動を遂行する本社・本店、支店、営業所、事業所、研究所等をいう。 

(2) 観光関連事業者 個人事業者、会社（株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、

有限会社をいう。）及び組合（企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同

組合連合会、商工組合、その他の法律により設立された組合及びその連合会、有限責任事業

組合をいう。）、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、一般社団法人・公益社団法人、一般

財団法人・公益財団法人で、旅行業、交通産業、宿泊業、飲食産業、アミューズメント産業

等の観光業に取り組む事業者をいう。 

 (3) グループ 二以上の観光関連事業者により構成される者をいう。 

 

（補助対象） 

第３条 本事業の補助金の交付の対象となる者（以下｢補助対象者｣という。）は、次のいずれかに該

当する者とする。 

 (1) 京都府内に拠点を有する観光関連事業者 

(2)  第１号の観光関連事業者が１社以上参画するグループ 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する者は本事業の対象としない。 

(1)  国や地方公共団体等による補助金等において不正経理や不正受給を行ったことがある場合及

び京都府税の滞納がある場合 

(2)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条第１項

第４号及び第５号に規定する「風俗営業」（パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなど）及び第

２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む者 

 (3)  役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は事業所の代表をいう。以

下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 23 年法律第 77号。以下「暴

力団対策法」という。)第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると

認められるとき 

(4)  暴力団(暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経

営に実質的に関与していると認められたとき 

(5)  役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき 

(6)  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき 



(7)  役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 

(8)  資材若しくは原材料の購入契約又はその他の契約にあたり、その相手方が第３号から第７号

までに掲げる要件のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ

るとき 

(9)  第３号から第７号までに掲げる要件のいずれかに該当する者を資材若しくは原材料の購入契

約又はその他の契約の相手方とした場合(前号に該当する場合を除く。)に、京都府が当該契約の

解除を求めたにも関わらず、これに従わなかったとき 

 

（対象事業、補助率、補助限度額） 

第４条 対象事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により大きな影響を受けた府内の観光需要

の回復を図るため、地域の観光資源の発掘・磨き上げを行う取組とする。 

２ 補助率は５分の４以内、補助限度額は15,000千円とする。 

 

（対象期間） 

第５条 補助金の交付の対象となる期間（以下「対象期間」という。）は、第８条に規定する補助金

の交付の決定を行った日（以下「交付決定日」という。）から令和５年３月15日までとする。ただ

し、事業遂行上やむを得ない理由があると知事が認める場合は、交付決定日より前の日を対象期間

の起算日とすることができる。 

 

（対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、別表１に掲げる経費のう

ち､対象期間内に契約を行い､支払を完了し、帳簿、証憑等によりその事実を確認できる経費とする。 

２ 前項の規定に関わらず、前条ただし書に規定する場合は、事前着手日から交付決定日までに発注

・契約、納品、支払（決済）の全てを完了した経費は対象としない。 

 

（交付の申請等） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は第１号様式に知事が別途

指示する資料を添付して、知事が指定する期日までに提出しなければならない。 

２ 前項の補助金交付申請をするに当たっては、当該補助金における消費税等仕入控除額を減額しな

ければならない。ただし、補助金交付申請時において消費税等仕入控除額が明らかでないものにつ

いては、この限りでない。 

３ 申請者は、第５条ただし書に規定する場合で、起算日から交付決定日までに発生する経費を申請

する場合には、前項の交付申請書に当該経費に係る契約書、発注書等の経費の内容がわかる書類及

び第３号様式による事前着手届を添えて、知事に提出するものとする。 

４ グループで申請する場合、グループを構成する事業者から代表者を選ばなければならない。 

５ 事業の対象地域を所管する地域連携ＤＭＯ（海・森・お茶の京都ＤＭＯ）からの確認書（第２号

様式）を第１項の交付申請書に添付して提出するものとする。 

 

（交付の決定） 

第８条 知事は、前条の交付申請書等の提出があったときは、内容を審査し補助金の交付が適当と認



めるときは、速やかに補助金の交付の決定を行うものとする。なお、知事は、必要があるときは、

補助金の交付の申請にかかる事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金の交付の決定を行う

ことができる。 

２ 知事は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知

するものとする。 

 

（事業計画の変更等の申請等） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、第７条の規定により提

出した交付申請書等について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとする場合は、予め変

更承認申請書（第４号様式１）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 補助対象経費の配分の変更について、その変更額の合計が交付決定額の概ね20％を超える変更

をしようとするとき 

(2) 本事業の事業内容を著しく変更しようとするとき 

(3) その他知事が必要と認めるとき 

２ 補助事業者（グループの場合は代表事業者）は、第１号様式に記載した名称（法人名）、住所、

代表者職氏名及び第１号様式別紙２に記載した担当者を変更するときは、第４号様式２による変更

届を速やかに知事に提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、本事業を中止しようとするときは、第４号様式３による事業中止承認申請書を知

事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（事業計画の変更等の承認等） 

第10条 知事は、補助事業者から前条の申請を受理した場合は、内容を審査し、承認又は不承認及び

補助金の変更交付の決定を行い、補助事業者に通知するものとする。 

 

（進捗状況の報告等） 

第11条 知事は、本事業の遂行状況等について補助事業者に報告を求めることができる。 

２ 補助事業者は、前項の報告を求められた場合は、第５号様式による進捗状況報告書に実績を記入

したものを知事が求める帳簿、証憑等を添付し、別に通知する日までに提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の報告書の提出を受けたときは、必要に応じて現地調査、指導、評価等を行うもの

とし、補助事業者はこれに応じなければならない。 

 

（実績報告） 

第12条 補助事業者は、本事業が完了したとき（事業の中止の承認を受けたときを含む。）は、事業

完了日から10日を経過した日又は令和５年３月15日のいずれか早い日までに、第６号様式による実

績報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（額の確定等） 

第13条 知事は、前条の規定により実績報告を受けたときは、必要に応じて現地調査等を行い、その

報告にかかる本事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するもので

あるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に



通知するものとする。 

２ 前項に規定する補助金の額は、千円単位とし、端数は切り捨てるものとする。 

 

（補助金の概算払） 

第14条 補助事業者は、知事が必要と認める場合は、交付決定を受けた補助金の額の70パーセントに

相当する額を限度として、補助金の概算払を受けることができるものとする。 

２ 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、第７号様式による概算払申請書を知事

に提出しなければならない。 

３ 知事は、規則第14条に規定する額の確定において、確定した補助金の額を超える補助金が既に交

付されているときは、補助事業者に対し、期限を付して超過分の補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第15条 知事は、補助事業者が次の各号に掲げるものに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消し、若しくは変更することができるものとする。 

(1)  第９条第３項の規定による事業中止承認申請書を第10条の規定により承認したとき 

(2)  本要領、交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき 

(3)  交付申請書、その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は、不正な行為があったとき 

(4)  法令違反など社会通念上不適切な行為と知事が認めたとき 

(5)  破産、民事再生、会社整理、特別清算又は会社更生等の申立ての事実が生じたとき 

(6)  被災等により補助事業の遂行ができないと知事が認めたとき 

２ 前項の規定は、補助金の額を確定した後においても適用するものとする。 

３  知事は、第１項の規定による取消等の決定を行った場合には、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の経理等） 

第16条 補助事業者は、本事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書

類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業完了の翌年度から10年度間保存しなければならない。 

 

（財産の管理及び処分） 

第17条 補助事業者は、本事業が完了した後も本事業により取得し、又は効用が増加した財産（以下

「取得財産」という。）について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の

目的に従って、その効果的運用を図らなければならない。 

２ 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。 

３ 補助事業者は、取得財産のうち取得価格又は効用の増加額が50万円以上のものについて、第８号

様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにするとともに、知事の承認を受けな

いで、補助金の交付の目的に反して使用や処分（譲渡、廃棄等）を行ってはならない。 

４ 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ第９号様式による財産処分承認

申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

５ 知事は、前項の規定により承認した補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産を処分したこと

による収入があったときは、その収入に相当する額の全部又は一部を府に納付させることができ



る。なお、納付額は別表２に定めるとおりとする。 

 

 

（進捗状況や成果の公表等） 

第18条 知事は、補助事業者と事前に調整・了承を得た上で、補助事業の途中における進捗状況や補

助事業完了後の成果を公表することができる。また、知事は、補助事業者と事前に調整・了承を得

た上で、補助事業者に進捗状況や成果を発表させることができる。 

２ 補助事業者は、知事が前項に規定する公表や発表を行うときは、これに協力しなければならない。 

 

（事業完了後の状況報告） 

第19条 知事は、必要に応じて補助事業終了の翌年度以降の事業化の状況等について、補助事業者に

報告を求めることができる。その場合の報告内容については別に指示するものとする。 

 

（成果の帰属） 

第20条 補助事業の実施により発生した特許権等の知的財産権、成果の帰属先は、次の各号に該当す

る項目を遵守することを条件に補助事業者とする。 

(1) 補助事業を実施することにより特許権等の知的財産権が発生し、知的財産権に関して出願・申

請の手続きを行う場合、第10号様式による取得報告書を遅滞なく知事に報告すること。 

(2) 相当期間活用しておらず、かつ正当な理由がない場合に、知事が特に必要があるとして要請す

るときは、第三者への実施許諾を行うこと。 

 

（その他） 

第21条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、知事が別に定めるこ

とができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 



別表１（第６条関係） 

対象経費 

 本事業活動に直接関係する次に掲げる経費で知事が必要かつ適当と認める経費 

費 目 説  明 

旅費 
補助対象事業の遂行に直接関与する「担当者」の事業活動に必要な旅費・

交通費（公共交通機関の利用に限る。） 

材料費・消耗品費 補助事業遂行に必要な資材・部品・消耗品等の購入等に要する経費 

財産・備品購入費

等 

機械・備品の購入費・リース料・割賦料、機械・備品の製作・改造・使用

に要する経費、補助事業遂行に必要な土地・建物の賃借料 

※上記と一体的に発注するもの（機械装置等の設計、設置、運搬費、機

械装置等と一体となるソフトウェア購入費等）も含む。 

※対象期間分のみが補助対象となる。 

外注・委託費 市場調査、システム開発、ホームページ（web サイト）制作等に要する経費 

工事費 補助事業遂行に必要な工事費 

測量試験費 測量及び試験費 

その他経費 

会議費（講師や専門家等への旅費・謝礼金、視察のための経費、外部のセ

ミナー・講習会の受講料、会議や講演などを開催する際の会場や備品等の

利用に要する経費)、広告料、パンフレット・リーフレット等の作成費、

展示会出展費用、設備購入費（本事業を行うために必要な経費に限る）、

人件費（現に雇用している申請企業等の従業員の人件費は除く。）、上記

に掲げるもののほか本事業を実施するために特に必要と認める経費 

 ※１ 他の補助金、助成金等の交付を受けている経費は補助対象にならない。 

 ※２ 原則として、補助対象経費には消費税を含めない。ただし、以下に掲げる事業者にあっては、

消費税を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとする。 

  （１）消費税法における納税義務者とならない事業者 

  （２）免税事業者である補助事業者 

  （３）簡易課税事業者である補助事業者 

 ※３ 「担当者」とは補助事業に直接関与する、本要領第１号様式別紙２に記載された者をいう。 

※４ 50 万円以上の財産・備品発注は相見積もり又は選定理由書が必要。また、取得価格が 50 万円

以上の場合は、財産管理台帳に記載し管理するものとする。 

※５ グループでの交付申請の場合、グループを構成する事業者への発注経費は、対象経費として認

められない。 

 ※６ 宿泊費は次の額を上限に、対象経費に認められる。 

(１) 宿泊地が東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、 

大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市の場合：10,900 円／泊 

(２) 宿泊地が（１）以外の場合：9,800円／泊 

(３) 宿泊地が海外の場合：京都府が定める外国旅行の旅費の計算等に関する要領別表第２の宿泊料 

 ※７ 用地買収費及び補償費は対象外とする。 



別表２（第18条関係） 

財産処分に係る納付額 

区 分 説  明 

（１） 

有償譲渡又は有償貸付けに係る納付額は、処分制限財産に係る補助金額を上限として、譲

渡額又は貸付額（ただし、当該譲渡額又は貸付額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った

場合の鑑定評価額に比して著しく低価である場合において、その理由を合理的に説明する

ことができないときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額）に補助率（補助金交付額が事業

額に占める割合その他の適切な比率。以下同じ。）を乗じて得た額とする。 

（２） 

転用、無償譲渡、無償貸付け、交換、取壊し又は廃棄の場合の納付額は、残存簿価相当額

に補助率を乗じて得た額とする。ただし、鑑定評価を行う場合には、鑑定評価額に補助率

を乗じた金額と前記の金額で高い方とする。 

 ※ただし、次に掲げる場合は納付義務を免除する。 

(1) 災害又は火災（補助事業者の責めに帰することできない事由による場合に限る。）により使用できなく

なった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄 

(2) 補助事業による開発の成果を活用して実施する事業に使用するために、処分制限財産を生産に転用（所

有者の変更を伴わない目的外使用）する場合 

(3) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）で定める耐用年数を経過した場合 

 

 


